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■■時とき　■■所ところ　■■内内容　■■対対象・定員　■■￥料金　■■持持ち物
■■申申し込み　■■問問い合わせ・申込先　■■F ファクス　■■E Eメール

　運動公園野球場のフェンス広告（全26区画）を一
斉更新のため募集します。企業のPRなどに活用して
みませんか。
募 集 期間 12 月 26日㈮まで
募 集 方 法 公募型競争入札
公 告 掲 載 期間 令和８年４月１日～令和 11 年３月
31日
区 画 外野ラバーフェンス 14区画、内野ラバーフェ
ンス３区画、ダッグアウト上部３区画、ダッグアウト
前防球フェンス６区画
入 札 方 法 掲載場所区画ごとに入札を行い、高額入札
者から順に掲載希望場所を選んでもらいます。同額の
場合は抽選で決定します。
その他 令和８年１月下旬に決定通知を送付予定／令
和８年３月 31日が使用料納付期限／詳細は市ホーム
ページで確認を。
■■問スポーツ振興課（市役所３階、☎ 40-
7115）

運動公園野球場（はるか夢球場）の
フェンス広告を募集

その他就労・資格

■■時 12月 20日㈯、①午前 10時～正午／②午後１時
～３時
■■所ヒロロ（駅前町）３階市民生活センター
■■内法律、税務、金銭貸借（消費者金融）、交通事故、
相続・遺言、離婚、行政相談、人権相談、暮らしとお
金の相談、家庭内の悩みごとなど
■■申弁護士との相談のみ電話予約／ 12 月３日㈬～
12 日㈮の午前 10 時～午後５時（①・②各４人／
先着順）
※弁護士との相談以外は、事前予約は不要
■■問市民生活センター（☎33-5830、☎ 34-3179）

その他

第２回 総合市民相談

　所得税の源泉徴収義務のある事業主（給与支払者）
は、市民税・県民税・森林環境税を給与から特別徴収
しなければなりません。まだ特別徴収を実施していな
い事業主や新たに事業を開始した事業主は、特別徴収
を実施するようお願いします。

【市民税・県民税・森林環境税の特別徴収とは】
　所得税の源泉徴収と同様に、事業主が従業員に毎
月支払う給与から市民税・県民税・森林環境税を徴
収し、従業員に代わって納入する制度です。なお、
市民税・県民税・森林環境税の税額計算は市が行い
ますので、所得税のように事業主が計算する手間は
かかりません。

【特別徴収のメリット】
◎従業員が金融機関等へ出向いて納税する手間が省
け、納め忘れの心配がない。
◎納期が12回なので、普通徴収に比べて１回当たり
の納税額が少ない。

【令和８年度からの特別徴収開始方法】
　毎年１月に提出する「給与支払報告書（総括表）」
の中の「特別徴収対象者」の欄に対象者数を記入し、
「給与支払報告書（個人別明細書）」を仕切り紙によ
り「特別徴収」と「普通徴収」に分けた上で、市民
税課へ提出してください。
■■問市民税課（市役所２階、☎40-7024）

■■時 12月 13日㈯、午前11時～午後２時
■■所シーナシーナ弘前（駅前町３丁目）１階
■■内農業者と障がい福祉事業所および弘前第一養護学
校が、農福連携と農作業体験で収穫したりんご等を
販売
■■問農政課（☎40-7102）

◎温水プール石川
■■時 12月 26日㈮～１月16日㈮
■■問温水プール石川（☎49-7081）
◎河西体育センタープール
■■時１月５日㈪～２月14日㈯の午前９時 30分～ 11
時 30分
※１月４日㈰・18日㈰・25日㈰、２月１日㈰・８
日㈰・11日㈬㈷、２月 15日㈰～ 28日㈯は終日
休業
■■問河西体育センター（☎38-3200）

市民税・県民税・森林環境税の
特別徴収の完全実施について

令和７年度 農福学連携りんご販売会

施設・設備のメンテナンス等による
臨時休業のお知らせ

■■問市民生活センター（☎市民生活センター（☎ 3333--58305830、☎、☎ 3434--31793179））人権擁護委員人権擁護委員とと行政相談委員行政相談委員

【行政相談委員】
　行政サービスへの苦情、行政の仕組みや手続きの
相談を受け付け、その解決のための助言等を無報酬
で行っています。
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【人権擁護委員】
　地域の中で人権が侵害されないように配慮して人
権を擁護していくことが望ましいという考えの下、人
権問題で困っている人からの相談を受けたり、人権
の考えを広めたりする活動を無報酬で行っています。

　人権擁護委員の浅利いつ子さんが全国人権擁護委員連
合会長から、大滝次雄さんが仙台法務局長から、秋元美
惠子さんが青森地方法務局長から多年にわたり貢献され
た功績により表彰されました。

職 種 社会人（電気／機械）社会人（電気／機械）
第１次 試 験日 １月１月 1818日日㈰㈰
■■所市役所（上白銀町）市役所（上白銀町）
採 用予 定 人 数 各種若干名若干名
応 募 方 法 受験申込書に必要書類を添えて、郵送また受験申込書に必要書類を添えて、郵送また
は窓口へ提出／１月７日は窓口へ提出／１月７日㈬㈬までまで
※受験申込書はホームページからダウンロード可能※受験申込書はホームページからダウンロード可能
■■問津軽広域水道企業団総務課総務係（〒
036-0342、黒石市大字石名坂字姥懐２、
☎52-6033）

津軽広域水道企業団津軽事業部
職員採用資格試験

　里親に興味のある人の質問に応じます。時
■■時 12月 27日㈯、午後１時～３時
■■所ヒロロ（駅前町）３階イベントホール
■■問里親支援センター弘前（☎31-6010）

　　時 県外から弘前圏域市町村（弘前市、黒石市、平川市、
藤崎町、板柳町、大鰐町、田舎館村、西目屋村）へ移
住した人や移住を検討している人が自由に交流できる
イベントです。
■■時１月 18日㈰、午後１時～３時
■■所 HIROSAKI ORANDO（百石町）ギャラリースペ
ース
■■対県外から弘前圏域市町村への移住者、移住を検討し
ている人＝20人程度
■■￥ 500円（ドリンク代込み）
■■申二次元コード／１月12日㈪㈷まで
■■問 ㈱ ORANDO PLUS（石山さん、■■E
orandoplus@gmail.com）

里親制度個別相談会

ひろさき圏域移住者交流会　市民の皆さんの活躍と市の発展を祈願して　市民の皆さんの活躍と市の発展を祈願して
開催します。開催します。
■■時１月５日１月５日㈪㈪、午後３時～４時、午後３時～４時
■■所フォルトーナ（和徳町）フォルトーナ（和徳町）
■■￥ 22,,000000円円
■■申申込書を窓口に持参、ファクス、Ｅメール申込書を窓口に持参、ファクス、Ｅメール
で提出／で提出／1212月月 1010日日㈬㈬までまで
※申込書は市ホームページからダウンロード可能
■■問広聴広報課（市役所２階、☎広聴広報課（市役所２階、☎
3535--11941194、、■■F 3535--00800080、、■■E
kochokoho@kochokoho@city.hirosaki.city.hirosaki.
lg.jp）lg.jp）

令和８年

　民　年　礼民　年　礼市　新　互　会市　新　互　会

　平成 11年４月１日から令和７年３月 31日までの 26
年間にわたって行政相談委員を務められた飛鳥範子さん
と、平成 17年４月１日から令和７年３月 31日までの
20年間にわたって行政相談委員を務められた三上トキ
さんに、総務大臣から感謝状が贈呈されました。

人権擁護委員が表彰されました

退任行政相談委員に感謝状等が贈呈されました

　青森地方法務局弘前支局では、平日に常設人権相談所を
開設していますので、電話でお問い合わせください。

■■問青森地方法務局弘前支局（早稲田３丁目、☎26-1150）

https://www.tusui.jp
https://www.city.hirosaki.aomori.jp/jouhou/2018-0208-2016-28.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2otKUaEGhhTo4WZvX_Bn02-SehO4uNK6MFGWhgmsS2aJASA/viewform
https://www.city.hirosaki.aomori.jp/oshirase/jouhou/goreikai.html

